
１５ 拉致問題の早期解決 

                            提出先 内閣官房、外務省 

【提案項目】 

１ 拉致問題の全容解明と拉致被害者等の早期帰国の実現 

 

【提案内容】 

 項目１(1) 北朝鮮当局による拉致問題の全面解決のため、関係諸国や国際

機関等と連携・協調し、拉致問題の徹底的な全容解明と特定失踪

者を含む安否不明者の生存確認及び早期帰国の実現を図ること。 

(2) 「対話と圧力」という姿勢で日朝政府間協議に臨むとともに、

あらゆる方策を尽くし、拉致問題の全面解決を粘り強く迫ること。 

(3) 北朝鮮に不測の事態が発生した場合に備え、拉致被害者の安全

を確保するため、関係諸国や国際機関等と連携し、適切に対応で

きるよう準備を進めること。 

(4) 拉致問題を風化させないための取組をより一層強化すること。 

 

【実現による効果】 

拉致問題の全面解決及び拉致被害者等の帰国により、拉致被害者家族及び県民の長年の

悲願が実現する。 

【提案理由】 

  平成14年９月の日朝首脳会談において北朝鮮当局が、初めて日本人の拉致を認め、５人

の拉致被害者が帰国してから、10年以上が過ぎている。拉致被害者の帰国を待つご家族の

高齢化も進み、残された時間は少なく、早期帰国の実現が必要である。 

平成26年３月には、北朝鮮における人権に関する国連調査委員会が、拉致問題を含めた

人権侵害に関する最終報告書を国連人権理事会に提出し、人権侵害を非難する決議がされ

た。また、7月には北朝鮮において、日本人拉致被害者等の安否を調査する特別調査委員

会が設置されたが、今年1月には核実験の実施、2月には弾道ミサイルの発射等挑発行為が

続いた。このため、日本政府が独自制裁を強化したが、北朝鮮は一方的に日本人拉致被害

者等全ての日本人に関する包括的調査の全面的中止及び特別調査委員会の解体を表明した。

拉致問題は、日本と北朝鮮との関係にとどまらない国際的な人権侵害問題であることから、

関係諸国や国際機関等と連携して取組を進める必要がある。 

さらに、安否不明者の生存確認など、北朝鮮による拉致の疑いが排除できないいわゆる

特定失踪者にまで拉致問題の取組の枠を広げる必要がある。この間、外交交渉や制裁措置

の実施にもかかわらず、拉致問題はいまだに解決していない。政府は、「対話と圧力」を

基本姿勢として、拉致問題の全面解決に向けて、あらゆる方策を講じる必要がある。 
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